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01 障がいがある方などへの各種手当
【問い合わせ】
　社会福祉課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

■ 自宅で安定した生活を送るための福祉手当があります
市では、重度の障がいのある方やその養育者の方が、自宅で安定した生活が送れるように、各種の福
祉手当を支給しています。手当の支給を受けるには、市役所の窓口で申請を行い、認定を受けること
が必要です。なお、障がいの程度や所得等の制限があります。また、物価の変動に応じて手当額が改
定されます。

障害区分および障害程度

1 級

身体障害者手帳がおおむね1級、2級
療育手帳Ⓐ、Ａ
※�内部障害（心臓機能障害、腎臓機
能障害など）は例外あり

精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級

2級

身体障害者手帳がおおむね 3級
療育手帳がおおむねＢ
※�内部障害（心臓機能障害、腎臓機
能障害など）は例外あり
�精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級

支給額（月額）
1 級 55,350 円
2級 36,860 円

【特別児童扶養手当】
20 歳未満で身体・知的・精神に障がいを有す
る児童を家庭で監護、養育している父母また
は父母に代わってその児童を養育している方
に支給されます。

【障害児福祉手当】
身体・知的・精神に重度の障がいを有し、日
常生活において常時の介護を必要とする在宅
の 20歳未満の方に支給されます。

障害程度
身体障害者手帳 1級程度の身体障害
療育手帳Ⓐ程度の知的障害
精神保健福祉手帳 1級程度の精神障害

支給額（月額）
15,690 円

【在宅障害児福祉手当】
在宅で生活する 20歳未満の重度の障がいを有
する方の保護者に支給されます。ただし、障
害児福祉手当の受給者は除きます。

障害程度
身体障害者手帳 1級、2級
療育手帳Ⓐ、A
精神保健福祉手帳 1級
特別児童扶養手当 1級の受給対象児

支給額（月額）
3,000 円

【特別障害者手当】
身体・知的・精神に著しく重度の障がいを有し、
日常生活において常時特別の介護を必要とす
る在宅の 20歳以上の方に支給されます。

障害程度
身体障害者手帳 1級程度の身体障害
療育手帳Ⓐ程度の知的障害
精神保健福祉手帳 1級程度の精神障害

支給額（月額）
28,840 円

各種手当の詳細は、厚生労働省のホームページ
をご確認ください▼



市報 行方　令和 7 年 1 月号5

お知らせワイド版

02
【問い合わせ】
　国保年金課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１
　ねんきんダイヤル【ナビダイヤル】
　☎　０５７０－０５－１１６５

■ 20 歳になったら国民年金への加入が義務付けられています
20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務付けられています。20歳になった方には、
日本年金機構から「国民年金（第 1号被保険者）加入のお知らせ」や納付書等により国民年金に加
入したことをお知らせします（厚生年金保険に加入している方を除く）。20歳になったら、忘れずに
国民年金保険料を納めましょう。未納のままにしておくと、将来年金を受け取れない場合があります。

老後を支える終身保障
「老齢基礎年金」が受け取れる一生涯の保障です。

万が一の障害や遺族も保障
老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。

国民年金のメリット

保険料が控除
納めた保険料の金額が所得から控除されます。

基礎年金の半分は国（税金）が負担
基礎年金の半分は国（税金）から支払われています。

▼ 納付方法
納付書

（銀行・コンビニ・郵便局）
クレジットカード

電子（キャッシュレス）決済 口座振替

▼ 加算・割引制度
付加年金制度（加算） 月額 400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金が加算

前納制度（割引） 保険料をまとめて前払い（前納）することで割引

▼ 猶予・免除制度
学生納付特例制度 納付猶予制度

対象 大学、専門学校、高等学校などに在籍
する学生等

失業や所得が少ないなど、経済的な理由で
保険料の納付が困難な方

メリット

・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金を受け取ることができます。
・承認を受けた場合、10年間は追納が可能です。
・�当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納され
ない限り老齢年金額の計算には反映されません。

国民年金

広告 不動産無料相談　　��TEL：0291-33-2128
土地、建物を売りたい !!

　なんでも相談 ･･･無料��不動産を買いたい !!
アパートを借りたい !!

　空き家、農地 ･･･相談してください
茨城県知事（8）第 4708号　宅地建物取引士

アイドル不動産　代表　村田 敬三
〒311-1517�茨城県鉾田市鉾田2491-1（水戸信用金庫隣）
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03 交通事故など傷病の届け出 【問い合わせ】
　国保年金課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

■ 交通事故などに遭い、保険証を使うときは届け出が必要です
交通事故や他人のペットにかまれたなど、自分以外の第三者から受けた傷病について、後期高齢者医
療制度の保険証を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害
届」の提出が必要となりますので、必ず国保年金課までご連絡をお願いします。

届け出が必要な場合の例

相手がいる交通事故（同乗中も含む） 自分自身の過失が大きい事故 相手が不明の事故

自損事故を起こした車に同乗していた 他人のペットにかまれた 傷害事件に巻き込まれた

04 休日窓口

■ 休日窓口の開庁日が第 2・第 4 日曜日の午前中に変更となります
市では、休日窓口を４月から以下のとおり、開庁日および開庁時間を変更します。
▼ 開庁日時

変更前（３月まで） 変更後（４月から）
開庁日 毎週土曜日 第２・第４日曜日
開庁時間 8:30 ～ 17:15 8:30 ～ 12:00

▼ 業務内容
・戸籍届（出生・死亡・婚姻・離婚等）の受領
・埋火葬許可書の発行
・�各種証明書（戸籍謄・抄本等、住民票謄・抄
本等、印鑑登録証明書、税証明等）の交付

※以下の業務は、予約制となります。
・旅券（パスポート）の交付
・マイナンバーカードに関する業務

▼ 開庁場所
麻生庁舎

【問い合わせ】
　総合窓口課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

05 イノシシ情報
【問い合わせ】
　環境課（北浦庁舎）
　☎　０２９１ー３５ー２１１１

■ イノシシにご注意！
市内でイノシシの出没が相次いでいます。目撃した場合には、目を合わせずに後ずさりし、安全な場
所に退避してください。また、目撃や被害の情報は、随時ご連絡ください。
市では、猟友会に依頼し、山林等に「くくりわな」を仕掛けており、個人の土地に立ち入る場合もあ
りますので、お困りの場合にはご連絡ください。わな付近には、注意標識等が設置されていますので、
山林等への立ち入りの際は、十分に注意をするようお願いします。
※連絡を受けたイノシシを全て駆除できるわけではありませんので、ご了承ください。

【狩猟者の方へ】
市内において設置された「わな」付近に、設置者の氏名等が記載された標識がない
ものが見受けられます。標識設置は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律」で定められています。一般の方が山林等に立ち入ることもあるため、必
ず標識を設置してください。
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06 学校等体育施設開放利用受付
【問い合わせ】
　生涯学習課スポーツ推進室
　（北浦体育館）
　☎　０２９１－３５－２１２０

■ 令和 7 年度に市立小・中学校等の体育施設を利用する団体は申請書の提出を
市民のスポーツ・レクリエーション活動を推進するため、市立小・中学校等の体育施設を開放しています。

▼ 利用料
施設の区分 利用料（1 時間当たり）

体育館
全面 400 円
半面 200 円

グラウンド（※） 200 円
野球場 200 円
※�グラウンドで照明を利用した場合は、1時
間当たり 400円を加算します。

▼ 開放施設
市立小・中学校の体育館およびグラウンド
北浦幼稚園（旧津澄小学校）体育館

▼ 開放日時
平　日　　18:00 ～22:00
土日祝日　��8:30 ～22:00
※�12月28日（日）～令和 8年１月４日（日）は、
開放しません。

▼ 利用対象
市内在住または在勤の方で構成された団体で、
スポーツ安全保険または同等の保険に加入して
いる団体

▼ 提出期限
１月31日（金）

▼ 申し込み方法
北浦運動場体育館へ申請書を提出してください。
※ＦＡＸによる提出は不可
※�申請書は、北浦運動場体育館、麻生運動場体
育館、玉造 B&G海洋センターにあります。

07 学校給食用物資納入業者登録
【問い合わせ】
　北浦学校給食センター
　☎　０２９１－３５－２５８１

■  令和 7 年度から 9 年度までの物資納入業者の登録を行います

▼ 受付日時
1月6日（月）～31日（金）
9:00 ～16:00（土日祝日を除く）

▼ 必要書類
学校給食用物資納入業者登録申請書
※�市公式ホームページからダウンロードまたは
北浦学校給食センターにあります。

▼ 申込先
北浦学校給食センター

▼ 添付書類
①食品衛生監視票（写し）
②保健所の営業許可証（写し）
③主な販売先調書（令和 6年）
④取扱業者報告書
⑤�営業所、製造所および倉庫の所在地および
見取り図

⑥納税証明書（令和 6年度）

安心安全な物資の調達を図るため、基準を満たす物資納入業者の登録を行います。

※�本市は、茨城放送およびエフエムかしまと、それぞれ ｢災害協定｣ を締結しています。地震や風水害などの大規模災害が発生した際には、放送エリア内に
おいて本市の情報をお知らせします。

　エフエムかしまの放送エリアは
　鹿行地域でお聴きいただけます
　ひるどきナルナの番組内「鹿行ナビ」、毎月第 2火曜日の午前 11時
40 分から 10分間、行方市の魅力を生中継でお届けします。ぜひ聴い
てください。
■放送エリア
　鹿行地域（�鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）
■周波数　76.7MHz

　行方の魅力発信広報番組
　「なめトーク」
　Lucky�FM茨城放送（水戸局 94.6MHz、つくば・日立局 88.1MHz、

水戸局 1197kHz）で、毎月第２・第４金曜日の午前 10 時 35 分から

５分間放送しています（「HAPPY パンチ」の番組内）。

　行方市民向けの募集・お知らせ情報や、行方市の観光・イベント情

報など旬の情報をお知らせします！
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広告

08 市税の口座振替

納期月 固定資産税 軽自動車税 市・県民税 国民健康
保険税 介護保険料 後期高齢者

医療保険料
4 月分 1 期 4 月末日
5 月分 1 期 5 月末日 全期 5 月末日
6 月分 1 期 6 月末日 2 期 6 月末日
7 月分 2 期 7 月末日 1 期 7 月末日 1 期 7 月末日
8 月分 2 期 8 月末日 2 期 8 月末日 3 期 8 月末日 2 期 8 月末日
9 月分 3 期 9 月末日 3 期 9 月末日 3 期 9 月末日
10 月分 3 期 １０月末日 4 期 １０月末日 4 期 １０月末日 4 期 １０月末日
11 月分 4 期 １1月末日 5 期 １1月末日 5 期 １1月末日
12 月分 4 期 １２月２５日 6 期 １２月２５日 5 期 １２月２５日 6 期 １２月２５日
1 月分 7 期 1 月末日 7 期 1 月末日
2 月分 8 期 2 月末日 6 期 2 月末日 8 期 2 月末日
3 月分 9 期 3 月末日

市役所窓口申込 金融機関窓口申込 Web 申込

【問い合わせ】
　収納対策課【納付全般】・税務課【市税】
　（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１
　国保年金課【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料】・介護福祉課【介護保険料】
　（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

▼ 利用可能な金融機関
常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、佐原信用金庫
ゆうちょ銀行、なめがたしおさい農協
※申込用紙は、市内の上記金融機関に用意してあります。 詳細はこちらから▶

■ 市税、保険料のお支払いには、口座振替をご利用ください

準備するもの
・キャッシュカード
・身分証明書

準備するもの
・預金通帳
・印鑑（届出印）

準備するもの
・納税通知書
・預金通帳等

▼ 取扱種別（普通徴収のみ）
市税、国民健康保険税、介護保険料
後期高齢者医療保険料

■ 口座振替は、振替日（納期限日）に1 回のみです
市税、保険料の口座振替日は納期限日です（下図参照）。振替できなかった市税、保険料の再振替は
行いませんので、振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。残高不足等により振替不能
となった場合には、口座振替不能通知と納付書が送付されます。その後も納付されない場合には、督
促状が送付され、延滞金が加算されることがあります。
※口座振替日および納付期限は、末日が休日の場合、翌営業日となります。
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広告

情報発信力向上のための
皆さんの声をお聞かせください！

広報アンケートご協力のお願い

回答期限

1月31日

市では、広報紙面のリニューアル、公式ホームページのリニューアルを検討しています。
災害時での情報発信の強化をはじめ、市内外を問わず、どなたでも分かりやすく、利用し
やすい、行方市の情報を広く提供できる広報媒体の作成を目指すため、皆さんからのご意
見ご要望などをお伺いします。
いただいたご意見などは、今後の市報、ホームページの見直しや改善などに生かします。
※全てのご要望にはお応えできない場合がありますこと、あらかじめご了承ください。 

回答はこちらから▶

問い合わせ：☎ 0299-72-0811（政策秘書課）


